
札幌市ＩＣカード乗車券取扱規程（平成２０年交通局規程第１７号） 

 

平成２０年１１月２０日 

交通局規程第１７号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、本市の高速電車事業におけるＩＣカードを媒体とした乗車券（以下「ＩＣカー

ド乗車券」という。）の取扱い等に関して必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 ⑴ 札幌圏ＩＣカード 本市の高速電車事業における高速電車の乗車及び乗継乗車（札幌市乗継乗

車料金規程（昭和４８年交通局規程第２４号。以下「乗継料金規程」という。）第１条の２第１号

に規定する乗継乗車料金が適用される乗車をいう。以下同じ。）に使用することができるＩＣカ

ード乗車券のうち、札幌総合情報センター株式会社（以下「ＩＣカード発行事業者」という。）が

発行するもの及び一体型ＩＣカードをいう。 

⑵ 無記名ＩＣカード 券面に使用者の記名を行わない、持参人（大人に限る。）の使用に供する札

幌圏ＩＣカードをいう。 

⑶ 普通記名ＩＣカード 券面に使用者の記名を行い、かつ、ＩＣカードに当該使用者の氏名、性

別、生年月日等を記録した、記名人本人の使用に供する札幌圏ＩＣカードをいう。 

⑶の２ 特殊記名ＩＣカード 券面に札幌市高速電車乗車料金条例（昭和４６年条例第３８号。以

下「高速電車料金条例」という。）別表２に規定する特殊料金の適用を受ける身体障害者、知的障

害者又は養護児童（以下「身体障害者等」という。）について記名を行い、かつ、ＩＣカードに当

該身体障害者等の氏名、性別、生年月日等を記録した、当該身体障害者等の介護又は付添いを行

うために同行する者（以下「介護人等」という。）の使用に供する札幌圏ＩＣカードをいう。 

⑷ 一体型ＩＣカード ＩＣカード発行事業者が提携する事業者（以下「提携先」という。）が提携

先のサービス機能を提供するために発行する媒体に、ＩＣカード発行事業者がＩＣカード乗車券

としての機能を付加することを交通事業管理者（以下「管理者」という。）が認めた普通記名ＩＣ

カード（福祉割引ＩＣカードを除く。）をいう。 

⑸ 大人用ＩＣカード 大人の使用に供する普通記名ＩＣカード（大人用福祉割引ＩＣカードを除

く。）をいう。 

⑹ 小児用ＩＣカード 小児の使用に供するものであって、券面に小児の表示を行った普通記名Ｉ

Ｃカード（小児用福祉割引ＩＣカードを除く。）をいう。 

⑺ ＩＣ定期券 普通定期券等の機能を付加した普通記名ＩＣカードをいう。 

⑺の２ 福祉割引ＩＣカード 身体障害者等又は介護人等の使用に供する普通記名ＩＣカードを

いう。 

⑺の３ 大人用福祉割引ＩＣカード 大人の使用に供する福祉割引ＩＣカードをいう。 

⑺の４ 小児用福祉割引ＩＣカード 小児の使用に供するものであって、券面に小児の表示を行っ

た福祉割引ＩＣカードをいう。 



⑻ 他社ＩＣカード 本市の高速電車事業における高速電車の乗車及び乗継乗車に使用すること

ができるＩＣカード乗車券のうち、札幌圏ＩＣカード以外のものをいう。 

⑼ ＳＦ ＩＣカード乗車券に記録された乗車料金の支払及び乗車券類との引換えに充当するこ

とができる金銭的価値をいう。 

⑽ チャージ カード対応車載機又はカード対応券売機に現金を投入することその他の方法によ

りＩＣカード乗車券のＳＦを積み増しすることをいう。 

⑾ カード対応車載機 本市との協定により高速電車と連絡運輸を行う地域公共交通の活性化及

び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号）第１０条第２項に規定する軌道運送事業を実施

する者（以下「軌道運送事業者」という。）の経営する電車（以下「電車」という。）又は他の企

業の経営する自動車（以下「他企業自動車」という。）に設置するＩＣカード乗車券を使用するこ

とができる出札装置及びその携帯型端末機器をいう。 

⑿ カード対応改札機 地下鉄各駅に設置するＩＣカード乗車券を使用することができる自動出

改札装置をいう。 

⒀ カード対応券売機 地下鉄各駅に設置するＩＣカード乗車券を使用することができる自動券

売機をいう。 

⒁ カード対応精算機 地下鉄各駅に設置するＩＣカード乗車券を使用することができる精算機

をいう。 

⒂ 普通定期券等 次に掲げる定期券をいう。 

ア 札幌市高速電車乗車料金条例施行規程（昭和４６年交通局規程第３１号。以下「高速電車料

金規程」という。）別表３に規定する普通定期料金、特殊定期料金、三角定期料金及び全線定期

料金に係る通用期間内の定期券 

イ 乗継料金規程第１条の２第２号に規定する乗継定期料金に係る通用期間内の定期券 

⒃ ＩＣ定期券の定期券機能 ＩＣ定期券の普通定期券等としての機能をいう。 

⒄ 指定区間 ＩＣ定期券の定期券機能における高速電車料金規程第 13 条の規定による指定区間

をいう。 

 

第３条 ＩＣカード発行事業者が発行するＩＣカード乗車券は、「ＳＡＰＩＣＡ」とする。 

２ 札幌圏ＩＣカードによる乗客の輸送等については、この規程の定めるところによる。 

３ 他社ＩＣカードは、別表左欄に掲げる交通事業者等が発行する同表右欄に掲げるＩＣカード乗車

券とする。 

４ 他社ＩＣカードによる乗客の輸送等については、札幌圏ＩＣカードに関する規定（発行（再発行

を含む。）、ＩＣ定期券、第 18条第１項に規定する交通利用ポイント、再印字、書換え、交換及び払

戻しに関する規定を除く。）の例による。 

 

（制限又は停止） 

第４条 札幌圏ＩＣカードに係る業務を処理する電子情報処理組織に障害が発生したことによりこ

の規程の規定による取扱いが不可能となったときその他乗客の輸送の円滑な遂行を確保するため

に管理者が必要があると認めたときは、札幌圏ＩＣカードに係る取扱いに関し次に掲げる制限又は

停止をすることがある。 



⑴ 発売、再発行等の箇所、枚数、時間又は方法の制限又は停止 

⑵ 乗車区間、乗車方法又は乗車する列車の制限 

２ 前項の規定による制限又は停止については、本市は、その責めを負わない。 

 

（発行等） 

第５条 札幌圏ＩＣカードとして乗客の使用に供するＩＣカードの発行及び札幌圏ＩＣカードに係

るチャージについては、ＩＣカード発行事業者又は提携先が定める規程（以下「ＩＣ事業者規程」

という。）の定めるところによる。 

２ 札幌圏ＩＣカードに係る発行、再発行、払戻し等の取扱い場所は、別に定める。 

 

（札幌圏ＩＣカードの使用及びその制限） 

第６条 札幌圏ＩＣカードは、当該札幌圏ＩＣカードのＳＦの残額（以下「ＳＦ残額」という。）から

乗車料金を差し引くことにより、高速電車料金条例第８条に規定するカード乗車券（以下「カード

乗車券」という。）及び乗継料金規程第４条第２項に規定するカード乗継券（以下「カード乗継券」

という。）として使用することができるほか、乗車券又は乗継券（同条第１項に規定する乗継券をい

う。以下同じ。）との引換え等に使用することができる。 

２ 札幌圏ＩＣカードは、破損その他の理由により記録された情報に毀損を生じたものその他カード

対応車載機、カード対応改札機、カード対応券売機、カード対応精算機その他の札幌圏ＩＣカード

の対応機器において記録された情報の検知が不可能となったものは、使用することができない。 

３ 一体型ＩＣカードは、提携先が発行する媒体の有効期限が経過した物その他提携先の都合により

当該媒体が使用できなくなった物は、使用することができない。 

４ 普通記名ＩＣカードは、記名人本人以外の者は、使用することができない。 

５ 特殊記名ＩＣカード又は福祉割引ＩＣカード（介護人等が記名人であるものに限る。）は、介護又

は付添いを行うために身体障害者等（特殊記名ＩＣカードにあっては、記名人である身体障害者等）

に同行する場合以外は、使用することができない。 

６ 10 円未満のＳＦは、乗車料金等に充当することができない。 

 

（電車に係る使用方法等） 

第７条 削除 

 

（高速電車に係る使用方法等） 

第８条 札幌圏ＩＣカードをカード乗車券又はカード乗継券として使用することにより高速電車に

乗車する者は、カード対応改札機による改札を受けて、入場し、及び出場しなければならない。こ

の場合においては、札幌圏ＩＣカード１枚につき、１人が片道１回について使用することができる。 

２ 前項の規定による入場の際に使用した札幌圏ＩＣカードを出場の際に使用しなかった場合は、当

該札幌圏ＩＣカードの出場処理（当該札幌圏ＩＣカードのＳＦ残額から差し引くべき乗車料金を差

し引くことその他のカード対応改札機による改札を受けて出場する際に行われる処理に相当する

処理をいう。以下同じ。）を受けなければ、当該札幌圏ＩＣカードを再び高速電車の乗車のために使

用することができない。 



 

（電車の乗車） 

第９条 削除 

 

（高速電車の乗車） 

第１０条 札幌圏ＩＣカードをカード乗車券として使用することにより高速電車に乗車する場合（第

16 条第１項各号、第 28 条第１項第１号及び第２項第１号から第３号まで並びに第 29 条第１項に

規定する場合を除く。）は、高速電車カード料金（高速電車料金条例別表２に規定するカード乗車料

金をいう。以下同じ。）の適用を受けるものとし、出場の際、カード対応改札機により、当該札幌圏

ＩＣカードのＳＦ残額から当該乗車の区間に係る高速電車料金（高速電車料金規程別表３に規定す

る普通料金又は特殊料金をいう。以下同じ。）を差し引くものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、札幌圏ＩＣカードをカード乗車券として使用する者が、さっぽろ駅の

一方の路線のカード対応改札機による改札を受けて出場し、当該出場（次項に規定する精算を行う

場合にあっては当該精算）から 30 分以内に他方の路線のカード対応改札機による改札を受けて入

場した後、高速電車料金規程第 14 条の２第１項第１号に定める経路又は路線の組合せで乗換え（以

下「さっぽろ乗換え」という。）を行った場合にあっては、当該出場の際に当該札幌圏ＩＣカードの

ＳＦ残額からさっぽろ駅までの当該乗車の区間に係る高速電車料金の額（以下この項において「さ

っぽろ駅までの乗車料金」という。）を差し引いた上で、最終の下車駅において出場する際に当該最

終の下車駅までの当該乗車の区間に係る高速電車料金の額とさっぽろ駅までの乗車料金との差額

を当該札幌圏ＩＣカードのＳＦ残額から差し引くものとする。 

３ 前２項の場合において、当該札幌圏ＩＣカードのＳＦ残額が当該乗車により差し引くこととなる

額に不足するときは、第 18 条第２項に規定するポイント減算を行うときを除き、カード対応精算

機により当該不足する額を現金で支払い、精算しなければならない。 

 

（乗継乗車） 

第１１条 札幌圏ＩＣカードをカード乗継券として使用することにより乗継乗車をする場合（次項に

該当する場合を除く。）は、カード対応改札機により当該札幌圏ＩＣカードのＳＦ残額から当該乗

継乗車に係る乗継料金規程別表１に規定する高速電車の料金（以下「乗継高速電車料金」という。）

の額を差し引くものとする。 

２ ＩＣ定期券をカード乗継券として使用することにより乗継乗車をする場合（当該乗継乗車に係る

高速電車の乗車の区間が指定区間外の駅相互間（指定区間を経由する場合を含む。）であるときを

除く。）は、次の各号に掲げる場合に応じ、カード対応改札機により当該ＩＣ定期券のＳＦ残額から

当該各号に定める額を差し引くものとする。 

 ⑴ 当該乗継乗車を開始した駅が指定区間外の駅である場合 別途乗車区間（当該乗継乗車に係る

高速電車の乗車の区間のうち指定区間以外の区間をいう。以下同じ。）に係る乗継高速電車料金

の額 

⑵ 当該乗継乗車を開始した駅が指定区間内の駅である場合 当該乗継乗車に係る乗継高速電車

料金の額 

３ 前条第２項の規定は、第１項の場合について準用する。この場合において、同条第２項中「カー



ド乗車券」とあるのは「カード乗継券」と、「高速電車料金の額」とあるのは「乗継高速電車料金の

額」と読み替えるものとする。 

４ 前条第３項の規定は、前３項の場合について準用する。 

 

（乗車券との引換え） 

第１２条 第８条第１項及び第 17 条に規定する場合のほか、札幌圏ＩＣカードを使用して高速電車

に乗車をしようとする者は、カード対応券売機により、当該札幌圏ＩＣカードのＳＦ残額から、当

該乗車の区間に係る高速電車料金を差し引き、高速電車料金規程別表３に規定する普通券又は特殊

券と引き換えることができる。 

２ 前項の場合において、当該札幌圏ＩＣカードのＳＦ残額が、当該乗車の区間に係る高速電車料金

に不足するときは、当該不足する額を現金で支払うことにより、同項の普通券又は特殊券と引き換

えることができる。 

３ 前２項の規定により引き換えられた普通券又は特殊券により高速電車に乗車する場合は、高速電

車カード料金の適用を受けるものとする。 

 

（乗継券との引換え及び乗継精算券の発行） 

第１３条 第８条第１項に規定する場合のほか、札幌圏ＩＣカードを使用して高速電車から電車に乗

継乗車をしようとする者にあってはカード対応券売機により、当該札幌圏ＩＣカードのＳＦ残額か

ら、当該乗継乗車に係る乗継高速電車料金と当該乗継乗車に係る軌道運送事業者が定める電車の料

金を合算した額を、札幌圏ＩＣカードを使用して高速電車から乗継料金規程第４条第１項に規定す

る別表５企業自動車に乗継乗車をしようとする者にあっては高速電車の乗車を終えた駅で改札を

受けて出場したときに、当該駅の係員に申出をし、当該札幌圏ＩＣカードのＳＦ残額から、当該乗

継乗車に係る乗継高速電車料金と当該乗継乗車に係る別表５企業自動車１区の区間（乗継料金規程

第６条第１項に規定する別表５企業自動車１区の区間をいう。）に係る料金を合算した額と当該高

速電車の乗車の区間に係る高速電車料金の額との差額を差し引くことにより、乗継券と引き換える

ことができる。 

２ 前項の場合において、当該札幌圏ＩＣカードのＳＦ残額が引き換えようとする乗継券に係る料金

に不足するときは、当該不足する額を現金で支払うことにより、乗継券と引き換えることができる。 

３ 前２項に規定する場合のほか、札幌圏ＩＣカードを使用して高速電車から電車に乗継乗車をしよ

うとする者は、高速電車の乗車を終えた時に、当該札幌圏ＩＣカードのＳＦ残額が当該高速電車の

乗車の区間に係る高速電車料金に不足するときは、第１８条第２項に規定するポイント減算を行う

ときを除き、カード対応精算機により、当該札幌圏ＩＣカードのＳＦ残額から、当該乗継乗車に係

る乗継高速電車料金と当該乗継乗車に係る軌道運送事業者が定める電車の料金を合算した額を差

し引き、なお不足する額を現金で支払うことにより、乗継精算券の発行を受けることができる。 

４ 乗継料金規程第６条第１項、第４項及び第５項の規定は、前項の乗継精算券について準用する。 

 

（乗り越し乗車の精算） 

第１４条 札幌圏ＩＣカードを所持する者は、乗車券（札幌圏ＩＣカードを除く。）、定期券（ＩＣ定

期券を除く。）又は乗継券（札幌圏ＩＣカードを除く。）で高速電車に乗車し、又はのりかえ券若し



くは乗継のりかえ券でさっぽろ乗換えを行い、乗り越したことにより精算する場合、カード対応精

算機により当該札幌圏ＩＣカードのＳＦ残額から当該精算に必要な金額を差し引くことにより精

算することができる。この場合においては、札幌圏ＩＣカードを複数枚使用することはできない。 

 

（ＩＣ定期券） 

第１５条 札幌圏ＩＣカードは、次の各号に掲げる普通記名ＩＣカードに、それぞれ当該各号に定め

る普通定期券等の機能を付加することができる。 

⑴ 大人用ＩＣカード 次に掲げる普通定期券等 

  ア 高速電車料金規程別表３に規定する通勤定期券、通学定期券（大人）、三角定期券及び全線定

期券 

  イ 乗継料金規程別表３に規定する乗継通勤定期券、乗継通学定期券（大人）及び乗継三角定期    

券 

 ⑵ 大人用福祉割引ＩＣカード 次に掲げる普通定期券等 

  ア 高速電車料金規程別表３に規定する特殊通勤定期券及び特殊通学定期券（大人） 

  イ 乗継料金規程別表３に規定する乗継特殊通勤定期券及び乗継特殊通学定期券（大人） 

 ⑶ 小児用ＩＣカード 次に掲げる普通定期券等 

  ア 高速電車料金規程別表３に規定する通学定期券（小児 

  イ 乗継料金規程別表３に規定する乗継通学定期券（小児） 

⑷ 小児用福祉割引ＩＣカード 次に掲げる普通定期券等 

  ア 高速電車料金規程別表３に規定する特殊通学定期券（小児） 

イ 乗継料金規程別表３に規定する乗継特殊通学定期券（小児） 

２ 前項の規定によるＩＣ定期券に係る普通定期券等を購入しようとする者は、その旨を記載した定

期券購入申込書を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が別に定める場合において定

期券購入申込書に記載すべき事項をカード対応券売機（管理者が指定するものに限る。）に入力し

たときその他管理者が特に認めた場合は、定期券購入申込書の提出を省略することができる。 

３ 前項の規定による申込みがあったときは、当該申込みに係る普通定期券等を発売する。 

４ ＩＣ定期券には、同時に複数の普通定期券等の機能を付加することができない。 

５ ＩＣ定期券に係る普通定期券等の発売については、この規程に定めるもののほか、高速電車料金

規程及び乗継料金規程の定めるところによる。 

 

（指定区間外の乗車） 

第１６条 ＩＣ定期券の記名人がその指定区間内の駅相互間を乗車する場合のほか、当該ＩＣ定期券

をカード乗車券として使用することにより高速電車に乗車する場合の取扱いは、次の各号に掲げる

乗車の区分に応じ当該各号に定めるところによる。 

⑴ 指定区間内の駅から指定区間外の駅まで乗車する場合又は指定区間外の駅から指定区間内の

駅まで乗車する場合 別途乗車区間について高速電車カード料金の適用を受けるものとし、出場

の際、カード対応改札機により、当該ＩＣ定期券のＳＦ残額から別途乗車区間に係る高速電車料

金の額を差し引くものとする。ただし、当該出場の前にさっぽろ乗換えを行っていた場合は、当

該出場の際、別途乗車区間に係る高速電車料金の額とさっぽろ駅において既に札幌圏ＩＣカード



から差し引いた額との差額を差し引くものとする。 

⑵ 指定区間外の駅相互間を乗車する場合（指定区間を経由する場合を含む。） 当該乗車の区間

について高速電車カード料金の適用を受けるものとし、出場の際、カード対応改札機により、当

該ＩＣ定期券のＳＦ残額から当該乗車の区間に係る高速電車料金の額を差し引くものとする。た

だし、当該出場の前にさっぽろ乗換えを行っていた場合は、当該出場の際、別途乗車区間に係る

高速電車料金の額とさっぽろ駅において既に札幌圏ＩＣカードから差し引いた額との差額を差

し引くものとする。 

２ 前項各号の場合において、当該ＩＣ定期券のＳＦ残額が当該乗車により差し引くこととなる高速

電車料金に不足するときは、第 18 条第２項に規定するポイント減算を行うときを除き、カード対

応精算機により当該不足する額を現金で支払い、精算しなければならない。 

 

（ＩＣ定期券の使用等） 

第１７条 ＩＣ定期券の普通定期券等としての使用等については、この規程に定めるもののほか、高

速電車料金規程、札幌市交通事業高速電車乗車規程（昭和４６年交通局規程第２６号。以下「高速

電車乗車規程」という。）及び乗継料金規程の定めるところによる。 

 

（交通利用ポイント） 

第１８条 札幌圏ＩＣカードを使用して高速電車に乗車する場合であって、当該札幌圏ＩＣカードに

係るＳＦを使用したときは、当該ＳＦの使用金額に応じて交通利用ポイント（以下「ポイント」と

いう。）を付与し、当該札幌圏ＩＣカードにこれを記録する。この場合において、ポイントは、ＳＦ

の使用金額の３分に相当する金額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた

額）を、１円当たり１ポイントに換算して付与するものとする。 

２ 第８条第１項に規定する方法により高速電車に乗車する場合において、前項の規定により札幌圏

ＩＣカードに記録されたポイントを１ポイント当たり１円に換算した金額をもって、第１０条第１

項若しくは第２項、第１１条第１項、第２項若しくは第３項又は第１６条第１項各号の規定により

当該札幌圏ＩＣカードのＳＦ残額から差し引くこととなる額の全額を支払うことができるときは、

これらの規定にかかわらず、ポイント減算（これらの規定により差し引かれることとなるＳＦに代

えて、カード対応改札機により当該札幌圏ＩＣカードに記録されたポイントから当該差引額の全額

に相当するポイントを減算することをいう。）を行うものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、札幌圏ＩＣカード（特殊記名ＩＣカード及び福祉割引ＩＣカードを除

く。）を使用して高速電車に乗車をしようとする者（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭

和２５年法律第１２３号）第４５条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及

びその者の介護又は付添いを行うために同行する者に限る。）は、管理者が別に定めるところによ

り、第１項の規定により当該札幌圏ＩＣカードに記録された高速電車料金規程別表３特殊料金の項

１区の欄に定める額に相当するポイントを使用して高速電車１区の区間の乗車券と引き換えるこ

とができる。 

４ ポイントの使用に対しては、ポイントを付与しない。 

５ ＩＣ事業者規程の定めるところにより札幌圏ＩＣカードが失効した場合は、当該札幌圏ＩＣカー

ドに記録されているポイントも失効するものとする。 



６ 第 24 条第１項又は第３項の規定による払戻しを行う場合においては、ポイントは、払戻しの対

象外とし、無効となるものとする。 

７ 第 26 条の規定により札幌圏ＩＣカードを無効として回収した場合は、当該札幌圏ＩＣカードに

記録されているポイントも無効となるものとする。 

 

（記名ＩＣカードの再印字） 

第１９条 普通記名ＩＣカード及び特殊記名ＩＣカード（以下「記名ＩＣカード」という。）は、その

券面に表示すべき事項（以下「券面表示事項」という。）が不明となったときは、使用してはならな

い。 

２ 前項の場合においては、速やかに当該記名ＩＣカードを提出して、券面表示事項の再印字を請求

しなければならない。 

 

（改氏名による記名ＩＣカードの書換え） 

第２０条 記名ＩＣカードの記名人が、記名ＩＣカードに記録された氏名を改めた場合は、当該記名

ＩＣカードを使用してはならない。 

２ 前項の場合においては、ＩＣ事業者規程の定めるところにより、速やかに当該記名ＩＣカードを

提出して、氏名の書換えを請求しなければならない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、一体型ＩＣカードに記録された氏名を改めた場合は、ＩＣ事業者規

程の定めるところにより提携先から氏名が書き換えられた媒体が送達されるまでの間に限り、当該

一体型ＩＣカードを使用することができる。 

 

（再発行） 

第２１条 記名ＩＣカードの記名人が当該記名ＩＣカードを紛失した場合において、当該記名人がＩ

Ｃ事業者規程の定めるところにより再発行の請求をしたときは、ＩＣ事業者規程の定めるところに

より、当該記名ＩＣカードの使用を停止する措置（以下「使用停止措置」という。）を行った後、再

発行（一体型ＩＣカードにあっては、提携先が再発行を行った媒体へのＩＣカード乗車券としての

機能の再付加）を行う。 

２ 札幌圏ＩＣカードが破損その他の理由により札幌圏ＩＣカードの対応機器において使用するこ

とができない状態となった場合において、当該札幌圏ＩＣカードを所持する者がＩＣ事業者規程の

定めるところにより再発行の請求をしたときは、ＩＣ事業者規程の定めるところにより、再発行（一

体型ＩＣカードにあっては、提携先が再発行を行った媒体への札幌圏ＩＣカードとしての機能の再

付加）を行う。ただし、当該札幌圏ＩＣカードの裏面に刻印されたカードの番号（以下「カード番

号」という。）が判読できない場合は、使用が不可能となった理由のいかんを問わず再発行を行わな

い。 

３ 前２項の規定により一体型ＩＣカードにＩＣカード乗車券としての機能の再付加を行う場合に

おいて、当該一体型ＩＣカードに普通定期券等としての機能が付加されている場合は、ＩＣカード

乗車券としての機能の再付加が行われるまでの間、普通定期券等を再発行する。この場合、再発行

が行われた普通定期券等は、高速電車料金規程第１１条第１項の規定にかかわらず、券面に記名の

ある者以外の者が使用することはできない。 



 

（札幌圏ＩＣカードの交換） 

第２２条 本市又はＩＣカード発行事業者（一体型ＩＣカードにあっては、提携先を含む。）の都合に

より、使用中の札幌圏ＩＣカードを、当該札幌圏ＩＣカードの裏面に刻印されたものと異なるカー

ド番号の札幌圏ＩＣカードに予告なく交換することがある。 

 

（免責事項） 

第２３条 前２条の規定による札幌圏ＩＣカードの再発行又は交換により、札幌圏ＩＣカードの裏面

に刻印されたものと異なるカード番号の札幌圏ＩＣカードを発行したことによる当該札幌圏ＩＣ

カードを所持する者の損害等については、本市はその責めを負わない。 

２ 記名ＩＣカードの記名人が記名ＩＣカードを紛失した場合において、当該記名人による再発行の

請求に基づく使用停止措置が完了するまでの間に、当該記名ＩＣカードの払戻しやＳＦの使用等が

行われたことによる当該記名人の損害については、本市はその責めを負わない。 

３ 一体型ＩＣカードについて、提携先に起因する当該一体型ＩＣカードの記名人の損害等又は提携

先のサービス機能に係る当該記名人の損害等については、本市はその責めを負わない。 

 

（払戻し） 

第２４条 札幌圏ＩＣカード（ＩＣ定期券を除く。）を所持する者が当該札幌圏ＩＣカードが不用と

なった場合におけるその払戻しについては、ＩＣ事業者規程の定めるところによる。 

２ ＩＣ定期券の記名人は、当該ＩＣ定期券が不用となった場合は、ＩＣ事業者規程の定めるところ

による札幌圏ＩＣカードの払戻しとともに、当該ＩＣ定期券に係る普通定期券等（高速電車料金規

程第１１条の２第１項（乗継料金規程第８条において準用する場合を含む。）の規定により指定区

間の変更に係る書換えを受けたものを除く。）の料金の払戻し（以下「料金払戻」という。）を請求

することができる。 

３ 前項の規定による請求があった場合は、ＩＣ事業者規程の定めるところによる札幌圏ＩＣカード

の払戻し及び高速電車料金規程又は乗継料金規程の定めるところによる普通定期券等の料金払戻

を行う。 

４ ＩＣ定期券の記名人は、当該ＩＣ定期券に係る普通定期券等が不用となった場合（第２項の場合

を除く。）は、当該普通定期券等（高速電車料金規程第１１条の２第１項（乗継料金規程第８条にお

いて準用する場合を含む。）の規定により指定区間の変更に係る書換えを受けたものを除く。）の料

金払戻を請求することができる。この場合においては、本人確認書類（運転免許証、旅券その他の

本人確認に利用できる書類として別に定めるものをいう。）を提示しなければならない。 

５ 前項の規定による請求があった場合は、高速電車料金規程又は乗継料金規程の定めるところによ

る普通定期券等の料金払戻を行い、当該ＩＣ定期券から普通定期券等の機能を消去して当該記名人

に返却する。 

６ 第２項又は第４項の規定により高速電車全線定期券（高速電車料金規程別表３に規定する全線定

期券をいう。以下同じ。）の料金払戻を行う場合における高速電車料金規程第 16条第２項の規定の

適用については、同項第２号中「１日２回（三角定期券にあつては、相当回数）指定区間を乗車し

たものとして普通料金又は特殊料金に換算して算出した額」とあるのは、「当該使用期間に係る日



数に 1,000 円を乗じて得た額」とする。 

 

（定期券機能の消去） 

第２５条 前条第２項又は第４項の規定により料金払戻を請求する場合のほか、ＩＣ定期券の記名人

は、当該ＩＣ定期券に係る普通定期券等の使用資格を失ったときは、当該ＩＣ定期券を提出して当

該普通定期券等の機能を消去する処理を受けなければならない。 

 

（乗車の途中における定期券機能の付加及び消去） 

第２５条の２ 乗車の途中において、当該乗車に使用している札幌圏ＩＣカードに普通定期券等の機

能を付加し、又は消去したときの当該乗車に係る料金は、それぞれ管理者が別に定める。 

 

（札幌圏ＩＣカードの不正使用） 

第２６条 札幌圏ＩＣカードは、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを無効として回収する。

ただし、管理者及びＩＣカード発行事業者が特に認めた場合は、この限りでない。 

⑴ 使用資格、氏名、性別、生年月日、住所、乗車区間その他の事実を偽ってＩＣ定期券に係る普

通記名ＩＣカード又は普通定期券等を購入し、当該ＩＣ定期券を使用したとき。 

⑵ ＩＣ定期券の券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したとき。 

⑶ 他人名義のＩＣ定期券を使用したとき。 

⑷ 券面表示事項が不明となったＩＣ定期券を不正乗車の手段として使用したとき。 

⑸ ＩＣ定期券に係る普通定期券等の使用資格を失った後に当該ＩＣ定期券を普通定期券等とし

て使用したとき。 

⑹ 使用資格、氏名、性別、生年月日その他の事実を偽って購入した記名ＩＣカード（ＩＣ定期券

を除く。）を使用したとき。 

⑺ 記名ＩＣカード（ＩＣ定期券を除く。）の券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用したと

き。 

⑻ 第６条第４項又は第５項の規定に違反して記名ＩＣカード（ＩＣ定期券を除く。）を使用した

とき。 

⑼ 券面表示事項が不明となった記名ＩＣカード（ＩＣ定期券を除く。）を不正乗車の手段として

使用したとき。 

⑽ 係員の承諾なくカード対応改札機による改札を受けずに乗車したとき。 

⑾ 係員による札幌圏ＩＣカードの検査の請求を理由なく拒んだとき。 

⑿ 偽造され、変造され、又は不正に作成された札幌圏ＩＣカード又はＳＦ（ポイントを含む。）を

使用したとき。 

⒀ その他札幌圏ＩＣカードを不正乗車の手段として使用したとき。 

２ 前項本文の場合において、無効として回収した札幌圏ＩＣカードの取扱いは、ＩＣ事業者規程の

定めるところによる。 

３ 前２項の規定は、札幌圏ＩＣカードを所持する者の故意又は重大な過失により札幌圏ＩＣカード

が使用することができない状態となったと認められる場合について準用する。 

４ 第１項各号のいずれかに該当する札幌圏ＩＣカードのＳＦを使用して引き換えられた乗車券等



は無効とし、これを回収する。 

 

（料金の追徴） 

第２７条 前条第１項第１号から第５号までのいずれかに該当する場合は、次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める日から当該各号の区分に該当することを発見した日までの期間につき、１

日２回（三角定期券にあっては、相当回数）相当区間を乗車したものとして相当する料金に換算し

て算出した額（高速電車全線定期券にあっては、当該期間に係る日数に 1,000 円を乗じて得た額）

及びこれと同額の割増料金を併せて徴収する。ただし、不正乗車をしなかったことが明らかな日が

あるときは、その日数に相当する乗車回数を減ずることがある。 

⑴ 前条第１項第１号から第４号までのいずれかに該当する場合 当該ＩＣ定期券に係る普通定

期券等の通用期間の開始の日 

⑵ 前条第１項第５号に該当する場合 当該ＩＣ定期券に係る普通定期券等の使用資格を失った

日 

２ 前条第１項第６号から第 13 号までのいずれかに該当する場合は、当該不正乗車に応じた回数、

相当区間を乗車したものとして、当該乗車に係る料金及びこれと同額の割増料金を併せて徴収する。 

３ 前条第１項各号のうち２以上に該当する場合の徴収金額は、多い方の額によるものとする。 

４ 前項の規定にかかわらず、前条第１項第１号から第５号までのいずれかに該当することを発見し

た場合において、当該ＩＣ定期券による不正乗車（ＩＣ定期券の定期券機能によらない乗車であっ

て、当該ＩＣ定期券をＩＣ定期券以外の普通記名ＩＣカードとみなした場合に、同項第６号から第

13 号までのいずれかに該当するものに限る。）をしたことが明らかであるときは、第１項の規定に

よる徴収額のほか、当該不正乗車に応じた回数、相当区間を乗車したものとして、当該乗車に係る

料金及びこれと同額の割増料金を併せて徴収する。 

５ 前各項の割増料金の徴収に当たって、料金を免れようとする意思がないことが明らかなときその

他特別の事由があると認められるときは、割増料金の全部又は一部を免除することがある。 

 

（同一駅で出場する場合） 

第２８条 札幌圏ＩＣカード（ＩＣ定期券を除く。）を所持する者は、地下鉄各駅において、当該札幌

圏ＩＣカードを使用して入場した後、同一駅で出場する場合（次条第１項の規定による場合を除く。）

は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより、当該札幌圏ＩＣカードの出場処

理を受けて出場しなければならない。 

⑴ 入場した駅から任意の駅まで乗車し、出場せずに再び当該入場した駅まで乗車して出場する場

合 当該札幌圏ＩＣカードのＳＦ残額から当該乗車の区間に係る往復の高速電車料金を差し引

くこと。 

⑵ 入場した後、乗車せずに同一駅で出場する場合 当該札幌圏ＩＣカードのＳＦ残額から高速電

車料金規程別表３に規定する１区の区間に係る高速電車料金を差し引くこと。 

２ ＩＣ定期券の記名人は、地下鉄各駅において、当該ＩＣ定期券を使用して入場した後、同一駅で

出場する場合（次条第４項の規定による場合を除く。）であって、次の各号に掲げる場合に該当する

ときは、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより、当該ＩＣ定期券の出

場処理を受けて出場しなければならない。 



⑴ 指定区間内の駅から入場した後、指定区間外の駅まで乗車し、出場せずに再び当該入場した駅

まで乗車して出場する場合 当該ＩＣ定期券のＳＦ残額から別途乗車区間に係る往復の高速電

車料金を差し引くこと。 

⑵ 指定区間外の駅から入場した後、指定区間内の駅まで乗車し、出場せずに再び当該入場した駅

まで乗車して出場する場合 当該ＩＣ定期券のＳＦ残額から別途乗車区間に係る往復の高速電

車料金を差し引くこと。 

⑶ 指定区間外の駅から入場した後、指定区間外の駅まで乗車し、出場せずに再び当該入場した駅

まで乗車して出場する場合（指定区間を経由する場合を含む。） 当該ＩＣ定期券のＳＦ残額か

ら当該乗車の区間に係る往復の高速電車料金を差し引くこと。 

⑷ 指定区間外の駅において入場した後、乗車せずに同一駅で出場する場合 当該ＩＣ定期券のＳ

Ｆ残額から高速電車料金規程別表３に規定する１区の区間に係る高速電車料金を差し引くこと。 

３ 前２項の場合において、当該札幌圏ＩＣカード又はＩＣ定期券のＳＦ残額が、前２項の規定によ

り差し引くこととなる料金に不足するときは、当該不足する額を現金で支払わなければならない。 

 

（高速電車運行不能の場合の取扱い） 

第２９条 札幌圏ＩＣカードを使用して高速電車に乗車する場合（ＩＣ定期券によりその指定区間内

の駅相互間を乗車する場合を除く。）において、カード対応改札機による改札を受けた後に、災害そ

の他やむを得ない事由により高速電車の運転を中止したときは、次の各号に定めるいずれかの取扱

いを請求することができる。 

⑴ 当該乗車を開始した駅までの無賃送還 

⑵ 乗車の中止 

２ さっぽろ乗換え後に前項第１号に定める取扱いを行った場合においては、当該乗車に係る料金と

して既に札幌圏ＩＣカードから差し引いた額のうち、高速電車の乗車に係る料金を現金で払い戻す

ものとする。 

３ 第１項第２号に定める取扱いを行った場合においては、当該札幌圏ＩＣカードのＳＦ残額から、

次の各号に掲げる乗車の区分に応じ、当該各号に定める額を差し引くものとする。 

⑴ 次号に掲げる乗車以外の乗車 当該乗車を開始した駅から当該乗車を中止した駅までの乗車

区間に係る高速電車料金。ただし、さっぽろ乗換え後の場合にあっては、当該乗車を中止した駅

までの乗車区間に係る高速電車料金の額とさっぽろ駅において既に札幌圏ＩＣカードから差し

引いた高速電車料金の額との差額 

⑵ 電車又は他企業自動車からの乗継乗車 当該乗継乗車を中止した駅までの乗継料金（乗継料金

規程別表１に規定する乗継乗車料金をいう。）の額と当該電車の乗車に係る電車料金又は当該他

企業自動車の乗車に係る料金として既に札幌圏ＩＣカードから差し引いた額との差額。ただし、

さっぽろ乗換え後の場合にあっては、当該乗継乗車を中止した駅までの当該乗継料金の額とさっ

ぽろ駅までの当該乗継料金の額との差額 

４ ＩＣ定期券の記名人は、当該ＩＣ定期券によりその指定区間内の駅相互間を乗車する場合におい

て、災害その他やむを得ない事由により高速電車が運転を中止したときは、高速電車乗車規程第１

１条各号に定めるいずれかの取扱い（定期券に係るものに限る。）を請求することができる。 

 



（補則） 

第３０条 本市の高速電車事業における札幌圏ＩＣカードの取扱い等に関しこの規程に定めのない

事項については、高速電車料金規程、高速電車乗車規程、乗継料金規程及び高速電車振替乗車規程

（昭和４６年交通局規程第２７号）並びにＩＣ事業者規程の定めるところによる。 

２ 本市の高速電車事業における他社ＩＣカードの取扱い等に関しこの規程に定めのない事項につ

いては、前項に規定する各規程による取扱い等の例に準じて事業管理部長が定める。 

 

（委任） 

第３１条 この規程の施行に関し必要な事項は、事業管理部長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、平成２１年１月３０日から施行する。 

（施行前の乗車） 

２ 管理者が指定する者については、この規程の施行前においても、この規程の例により、ＩＣカー

ド乗車券を使用して高速電車に乗車することができる。この場合におけるＩＣカード乗車券による

乗客の輸送等に係る取扱いについては、この規程の相当規定の例による。 

（ＩＣ定期券に係る乗継定期券の特則） 

３ 第１５条第１項第１号イ、第２号イ、第３号イ及び第４号イの規定の適用については、当分の間、

これらの規定中「別表３」とあるのは、「別表３、附則別表２及び附則別表３」とする。 

附 則（平成２３年（交）規程第７号）～附 則（令和４年（交）規程第６号）省略 

附 則（令和４年（交）規程第１２号） 

この規程は、令和５年４月１日から施行し、同日における始発以降の高速電車による乗客の輸送に

ついて適用する。 

  



別表 

交通事業者等 ＩＣカード乗車券 

北海道旅客鉄道株式会社 Ｋｉｔａｃａ 

株式会社パスモ ＰＡＳＭＯ 

東日本旅客鉄道株式会社 Ｓｕｉｃａ 

東京モノレール株式会社 モノレールＳｕｉｃａ 

東京臨海高速鉄道株式会社 りんかいＳｕｉｃａ 

株式会社名古屋交通開発機構 マナカ 

株式会社エムアイシー ｍａｎａｃａ 

東海旅客鉄道株式会社 ＴＯＩＣＡ 

株式会社スルッとＫＡＮＳＡＩ ＰｉＴａＰａ 

西日本旅客鉄道株式会社 ＩＣＯＣＡ 

福岡市交通局 はやかけん 

株式会社ニモカ ｎｉｍｏｃａ 

九州旅客鉄道株式会社 ＳＵＧＯＣＡ 

 

 


